
 
                                                      
 
 
 
                                                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
補助対象 介護職員初任者研修受講料

 
補助限度額（１人あたり） ５万円（上限）

次のいずれにも該当する方 

・玉村町内に在住、在勤、又は在学していること。 

・令和 8年 4月 1日以降に開催される初任者研修を受講・修了した方。 

・受講料について他の補助等を受けていない方。 

・研修修了日から起算して 3か月以内に町内の介護事業所において介護等  

の業務に従事し、その事業所で継続して 3か月以上従事していること。

補助の内容

補助の対象

申請の流れ

申請の方法

 

 

玉　村　町

申請に必要な様式や申請の方法については玉村町 HP をご確認ください。 

※予算が上限に達し次第、受付は終了しますのでご了承ください。

玉村町　健康福祉課　介護保険係 

０２７０－６４－７７０５ 

（平日８時３０分～１７時１５分）

 

町　H　P

介護職員初任者

研修を受講

町内の介護事業

所等に就労する
補助金申請

３ヶ月以内に ３ヶ月以上

介護職員初任者研修終了日の翌日から１年以


